
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
流
域
下
水
道
セ
ン
タ
ー
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

測
量
の
目
的

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
三
級
基
準
点
測
量
）

二

測
量
の
地
域

大
和
郡
山
市
額
田
部
南
町
地
内

三

測
量
の
期
間

令
和
二
年
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
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